
「食品ハザードピクト」の使用に関する要綱 

 
令和３年３月１日作成 

 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、食品のハザードコミュニケーションを目的としたピクトグラム（以

下「食品ハザードピクト」という。）の使用に関して必要な事項を定め、その適正かつ積

極的な使用を図ることにより、健康情報発信者から国民への円滑な食品の安全性情報の提供

に資することを目的とする。 

 
（定義） 

第２条 この要綱における定義は次のとおりとする。 

(1) 「食品ハザードピクト」とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健

康・栄養研究所食品保健機能研究部健康食品情報研究室室長種村菜奈枝（以下「甲」と

いう。）及び株式会社電通（以下「乙」という。）が制作し公開する、食品ハザードピ

クト「食品」の安全性・有効性情報利用ガイドラインに定める７種類の意味を示した意

味別のピクトグラム（絵文字）を指す。 

(2) 「転写」とは、「食品ハザードピクト」を、拡大・縮小以外の改変をせずに、そのまま印

刷、掲載等をすることを指す。 

(3) 「改変」とは、「食品ハザードピクト」に、転写以外の何等かの変更を加えるすべての行

為を指す。 

(4) 「色変更」とは、改変のうち、「食品ハザードピクト」の色のみを変更することを指

す。 

(5) 「使用」とは、転写、改変を含む「食品ハザードピクト」の印刷、掲載等に関するすべて

の行為を指す。 

 

（権利等） 

第３条 「食品ハザードピクト」に関する著作権その他一切の権利及び権限は、すべて甲

及び乙に帰属するものとする。 

 
（使用等） 

第４条 「食品ハザードピクト」の転写は、第１条に定めた目的を遂行するために使用する

場合、次の各号に該当する場合を除き、営利、非営利を問わず、自由に行うことができる

ものとする。 

(1) 「食品ハザードピクト」使用の目的に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(2) 「食品ハザードピクト」自体をコンテンツ・商品として再配布、販売する行為。 

(3) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(4) 他人の権利を侵害し又は他人に不利益・不快感を与え、又はそのおそれがあると認め

られるとき。 

(5) 特定の政治、思想及び宗教の活動に使用するとき。 

(6) 甲若しくは乙のイメージを損い、又は損うおそれがあると認められるとき。 



(7) 社会通念上、「食品ハザードピクト」の使用を承認することが不適当である（風俗営

業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する

営業に該当する場合等）と認められるとき。 

(8) 上記各号に掲げるほか、「食品ハザードピクト」を使用することが不適当であると認

められるとき。 

２ 「食品ハザードピクト」を使用しようとする者は、別記利用ガイドラインを熟読の上、

これを遵守しなければならない。 

３ 「食品ハザードピクト」の改変は、色変更を除き、構図の変更、一部切取、３色以上

を用いた表現等を含め一切認めない。 

４ 「食品ハザードピクト」の色変更をしようとする者は、あらかじめ「改変申請書兼承認

書」（様式１）を甲に提出し、承認を得なければならない。 

６ 使用者は、「食品のハザードピクト」を利用して商標等の出願をしてはならない。 

 
（不正使用） 

第５条 「食品ハザードピクト」の使用に際し、第４条その他本契約に違反することが発覚

した場合は、甲及び乙は使用者等に対し、期限を定め改善を求めることができる。当該期間

を経過して、なお改善が図られない場合（使用者等と連絡が取れない場合も含む。）は、

以降の使用を認めないものとする。 

 
（使用料） 

第６条 使用料は、当分の間、無料とする。 

 
（経費等の負担） 

第７条 甲及び乙は、この要綱による改変申請に要した費用及び使用の実施にかかる経費

又は役務を原則負担しない。 

 
（使用者の責任） 

第８条  甲及び乙は、使用者が「食品ハザードピクト」を使用したことに起因する損

害、損失の補償等について、一切の責任を負わない。 

２ 使用者は、「食品ハザードピクト」の使用に際して第三者に損害を与えた場合は、こ

れに対し全責任を負うこととし、甲及び乙は一切の責任を負わない。 

３ 使用者は、「食品ハザードピクト」の使用に際して故意又は過失により甲及び乙に損害

を与えた場合は、これによって生じた損害を甲及び乙に賠償しなければならない。 

 
（補則） 

第９条 この要領に定めるもののほか、「食品ハザードピクト」に関し必要な事項は、別途

定める。 



附則 

この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

 

 

【参考】使用方針整理表 

使用者 転写 色変更 文言付記 

（甲）国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養
研究所国立健康・栄養研究所食品保健機能

研究部健康食品情報研究室室長 種村 菜
奈枝 

自由 自由 任意 

（乙）株式会社電通 自由 自由 任意 

外部組織、個人／非営利 自由 届出必要 必要 

外部組織、個人／営利 自由 届出必要 必要 

 


